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死亡労働災害発生状況 

（２月11日現在） 
平成２８年 

２月11日 

平成２９年 

２月11日 

期間（平成２９年３月２２日から６月２１日） 

宮崎県内では、昨年 14名の方の尊い命が失われましたが、平成 29年 1月

から２月 11日の間に、７名（林業２名、交通運輸業２名、建設業１名、小売

業１名、清掃業１名）の尊い命が失われ、すでに昨年の半数に達しています。 

労働者が取り組むべき事項 

安全作業標準を遵守し、安全な行動の徹底 

事業者が取り組むべき事項 

共通事項 

①  経営トップが安全への所信表明を行うことによる関係者の安全に対する意志統一及び安全意識の高揚 

②  発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 

③  災害事例、安全作業マニュアルを活用した労働災害防止のための教育の実施 

④  職場安全パトロール、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット等の日常的な安全活動の充実・活性化 

⑤  交通労働災害防止のための安全教育の実施 

⑥  新規採用労働者や未熟練労働者に対する安全教育の実施事業者の実施事項 

⑦ 安全作業マニュアルの遵守状況の確認 

死亡労働災害多発警報発令について 

宮崎労働局では、急増する死亡労働災害を防止するため、「死亡労働災害多発警報」を発令し、災害が多発していることの注意喚起

と、労働災害を防止するため、事業者と労働者の双方が、安全意識を高めて作業を行うことをお願いします。 

建設業における労働災害防止対策 

①  墜落・転落防止対策の徹底 

②  車両系建設機械等に係る安全な作業方法の

徹底 

③  現場等への車両による移動時の交通災労働

害防止対策の徹底 

④  職長、新規入職者等に対する安全教育の 

実施 

林業の労働災害防止対策 

①  安全な伐倒作業や「かかり木」処理の 

徹底 

②  車両系木材伐出機械等の安全な作業 

方法の徹底 

③  間伐作業での安全対策の徹底 

④  職長、新規入職者等に対する安全教育 

の実施 

製造業における労働災害防止対策 

①  機械・設備等の修理、点検、トラブル処理等 

の非定常作業に関する安全作業マニュアルの遵

守徹底 

②  請負企業の労働者、派遣労働者、外国人労働 

者等に配慮した安全衛生管理、派遣元・派遣先

における安全衛生教育の実施及び責任者間の連

絡調整の徹底 

陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 

①  荷役作業中の荷台等からの墜落・転落防止対策の徹底 

②  荷役作業現場の安全点検 

③  交通労働災害防止を含む安全教育の実施 

第三次産業における労働災害防止対策 

①  安全衛生推進者等の選任と職場パトロールの実施 

②  「転倒」に係る災害防止のための安全通路等の点検・対策の実施 


